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　被災した方の証明書等の交付手数料
　免除は３月31日で終了します
　被災した方の証明書等の交付手数料を免除する次の
取り扱いは、３月31日㈯で終了します。
◆対象となる証明
①住民票・戸籍関係：住民票の写し、印鑑登録証明、
戸籍・除籍謄抄本、戸籍の附票の写し、外国人登録原
票等記載事項証明書など
②税証明関係：市県民税課税（非課税）証明、納税証
明、資産証明、固定資産課税台帳等の閲覧など
◆交付手数料免除の手続き＝区役所・総合支所の各交
付窓口で「り災証明書」を提示いただくなどにより、
被災されたことが確認できた場合に、交付手数料を免
除します。ただし、証明書自動交付機による請求は免
除対象外となりますのでご注意ください
問い合わせ　①住民票・戸籍関係については区役所・
宮城総合支所戸籍住民課、秋保総合支所税務住民課。
②税証明関係については区役所・宮城総合支所税務課、
秋保総合支所税務住民課（☎は下欄）

　震災により損壊した家屋の解体・撤去
　の受け付けは３月30日で終了します
　震災により損壊した家屋について、所有者の申し出
により、市が解体・撤去します。希望される方は、お
早めに手続きをお願いします。
◆撤去の対象＝個人や中小企業者が所有する家屋等で、
り災証明書において「全壊」または「大規模半壊」と
判定された物件（個人が自ら居住する住宅は、「半壊」
と判定された物件を含む）。なお、津波により家屋が
流失し、基礎部分だけが残った場合も対象となります

◆受付場所＝対象物件が所在する地域の区役所・総合
支所（所有者が中小企業者の場合は、市役所表小路仮
庁舎（仙台パークビル）９階地域産業支援課）
●必要書類等、詳しくはお問い合わせください
問い合わせ　損壊家屋等の解体・撤去専用ダイヤル　
☎263･8590（平日9:00～17:00）

　せんだい豊齢学園のお知らせ
　せんだい豊齢学園では、平成24年度の学園生募集
に当たり、被災者支援枠★1を設け、受講料の免除等
を行います。

　★1被災者支援枠…東日本大震災に起因する事由に
　より、仙台市内の応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅、
　公営住宅、民間賃貸借上制度により賃貸借契約を行
　った民間住宅）に入居しているおおむね50歳以上
　の方が対象です。入学時に応急仮設住宅の使用貸借
　契約書または賃貸借契約書の写しを提出していただ
　きます。
◆費用＝年額20,000円（被災者支援枠で入学された
方は年額5,000円）。このほか必要に応じて教材費な
どの実費負担あり
◆申し込み＝市役所本庁舎１階市民のへや、区役所総
合案内、シルバーセンター、市民センターなどで配布
する入学願書で３月31日までに
問い合わせ　せんだい豊齢学園事務局（シルバーセン
ター内）☎215･3129

TEL 214･8579　FAX 268･4311
〒 980-8671 仙台市青葉区国分町 3-7-1

仙台市役所　 ☎261･1111㈹
青葉区役所　 ☎225･7211㈹
宮城野区役所 ☎291･2111㈹
若林区役所　 ☎282･1111㈹

太白区役所　 ☎247･1111㈹
泉区役所　　 ☎372･3111㈹
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　国民健康保険・後期高齢者医療の一部
　負担金および介護保険のサービス利用
　料の免除が延長されました
　東日本大震災で住宅が半壊以上の被害を受けた方等
は、現在、病院等の窓口で支払う一部負担金や介護保
険のサービス利用料が免除されていますが、免除の期
間が９月30日㈰まで延長されます。免除が継続され
るのは、住宅が全壊・大規模半壊・半壊のり災判定を
受けた方等で、仙台市国民健康保険、後期高齢者医療
制度、介護保険に加入し、仙台市から一部負担金免除
証明書、介護保険利用者負担減額・免除認定証の交付
を受けている方です。東京電力福島原発事故による警
戒区域等から仙台市に転入された加入者の方は、平成
25年２月28日まで免除の期間が延長されます。また、
これまで免除されていた入院時の食事療養費や生活療
養費、介護保険施設等でかかる食費・居住費等の自己
負担分は、２月29日㈬で免除が終了します。
　なお、現在、免除証明書や認定証をお持ちの方には、
個別にお知らせを発送します。今回の期間延長に関し
て、手続きをしていただく必要はありません。
問い合わせ　国民健康保険・後期高齢者医療について
は区役所保険年金課、総合支所保健福祉課。介護保険
については区役所障害高齢課、総合支所保健福祉課（☎
は裏面下欄）

　津波漂着がれきの撤去は３月30日で
　終了します
　津波により発生・漂着したがれきの撤去作業は、
３月30日㈮で終了します。まだ残っているがれきの
撤去については、3月15日㈭までにお問い合わせくだ
さい。
問い合わせ　震災廃棄物対策室☎214･8680

　津波で流出した写真等の展示・引き渡
　しを行います
　東日本大震災による津波被害地域（宮城野区・若林
区）で回収された写真、アルバム、賞状などの思い出
の品を展示し、所有者やご家族へ引き渡します。
◆日時＝２月29日㈬～３月25日㈰午前10時～午後４
時（毎週月曜日と３月21日㈬を除く）
◆会場＝中央市民センター体育館（宮城野区榴岡4-1-
8　パルシティ仙台６階）
◆貴重品の引き渡しには、身分証明書の写しをご提出
いただく場合がありますので、運転免許証など本人と
確認できるものをお持ちください
◆公共交通機関での来場にご協力をお願いします
問い合わせ　宮城野区区民生活課、若林区まちづくり推
進課（☎は裏面下欄）、消防局防災安全課☎234･1111
内線2330
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　仙台市の歴史姉妹都市、北海道白老町による「アイヌ
ミュージアムフェアin仙台」と、宮城県内の民俗芸能団
体とのジョイント公演です。
　ユネスコ無形文化遺産に登録されているアイヌ古式舞
踊の公演に加えて、パネル展示、伝統楽器ムックリの体
験型講座、アイヌ民族博物館学芸員の解説などにより、
アイヌ文化の魅力をお届けします。また、県内からは秋
保の田植踊（太白区秋保町）、雄勝法印神楽（石巻市雄
勝町）の２団体も出演。震災復興に向けた保存会のたく
ましい姿を、どうぞご覧ください。
◆日時＝３月３日㈯午後１時～（開場は午後０時半）
◆会場＝青年文化センターシアターホール
◆入場無料。直接会場へお越しください

アイヌミュージアムフェアin仙台 ～宮城の民俗芸能とともに～
つなげよう　人から人へ　今日から明日へ

　問い合わせ　文化財課☎214･8892
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